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1．財政再計算の基本方針  
（1）制度改正の概要  

平成16年制度改正における主な改正事項は次の通り  

① 保険料水準の上限を設定した上での保険料率の段階的な引上げ  
② 基礎年金の国庫負担割合の3分の1から2分の1への引上げ  
③ マクロ経済スライドによる給付水準調整  

④ おおむね100年間にわたる年金財政の均衡   

（2）経済前提の考え方  

平成21（2009）年度以降の長期的な経済選定については、過去の実績を基礎としつつ、日本経済  
の潜在成長率の見通しや労働力人口の見通し等を反映したマクロ経済に関する試算に基づいて  
設定し、平成20（2008）年度までについては、内閣府が作成した改革と展望に準拠することとした（参  
考資料1）。   

（3）被保険者数（組合員数）の前提について  

被保険者数の将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所の直近の推計である「日本の将来推  
計人口（平成14年1月推計）」（中位推計）及び厚生労働省職業安定局による「労働力人口の推移  

推計（平成14年7月）」を基礎として将来の労働力人口を推計し、これに平成13年度の実績を基礎と  
した「労働力人口に占める被用者年金被保険者の比率」を乗じることにより被用者年金被保険者数  

を推計し、ここから、被用者年金被保険者数に占める共済組合被保険者（組合員）数の比率が平  
成14年度の実績で一定という前提の下、これを控除することにより算出している。  
このように将来の被保険者数の動向を見込むことにより、人口の推移、産業構造及び雇用構造の  

変化、高齢者雇用・女子雇用の動向等、社会経済情勢の全般にわたる諸要素を考慮したものと  
なっている。  

（4）財政方式について  

長期的な視点に立った年金財政の均衡の考え方について、現時点で将来にわたる全ての期間   
を視野に入れ財政の均衡を考える永久均衡方式から、現時点で視野に入れる期間を一定期間で   
区切って財政の均衡を考える有限均衡方式へと変更し、現在、既に生まれている世代が年金の受   
給を終えるまでのおおむね100年間について年金財政の均衡が図られるものと法律上明記した（平   

成16年の財政再計算では、財政均衡期間は、平成112（2100）年度までの95年間、平成112（2100）   
年度の積立金の規模を支出の1年分として将来見通しを作成した。）。  

（5）給付水準や保険料率設定の考え方  

平成16年改正前においては、少なくとも5年に一度、財政再計算を行うこととされており、財政再   
計算に併せて所要の改正を行い、給付と負担の関係の見直しを行ってきた。また、保険料負担に   
ついては、段階的に保険料率を引き上げる見通しを示し、法律上は当面の負担水準を定めてい   
た。   
平成16年改正において、このような考え方から、最終的な保険料率の水準を法律で定め、その負   

担の範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、給付水準が自   
動的に調整される仕組みを組み込んだ、保険料水準固定方式へと変更した。  

（6）その他、再計算に当たって前提とした考え方（特記すべき事項）  

なし  

－1－   




